
2023年 9月 11日 

お客さま各位 

株式会社 京都銀行 

 

インボイス制度（適格請求書等保存方式）にかかる対応について 

 

 2023年 10月 1日よりインボイス制度（適格請求書等保存方式）が開始されることに伴い、当

行では、今後、お客さまが当行との取引にあたり各種手数料をお支払いいただいた場合において、

消費税の仕入税額控除の適用を受けるために必要となる、適格請求書（インボイス）を発行させ

ていただく予定です。 

 つきましては、当行におけるインボイス制度への対応方法を下記の通りとさせていただきます

ので、お知らせ致します。 

記 

 

1. 当行の適格請求書発行事業者登録番号等について 

当行は次の通り適格請求書発行事業者として登録を受けております。 

登録番号 T9130001000028 

氏名又は名称 株式会社京都銀行 

登録年月日 令和 5年 10月 1日 

本店又は主たる事務所の所在地 京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町 700番地 

※詳細は「国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト」でもご確認いただけます。 

 

 

2. 営業店窓口等で各種手数料をお支払いいただく場合の取扱について 

（1） 営業店窓口等で各種手数料（残高証明書発行手数料、カード再発行手数料等）をお支

払いいただいた場合、インボイス要件を充足した領収書を発行させていただきます。 

（2） 当行所定の振込依頼書による振込等のお取引により、振込金とあわせて手数料をお支

払いいただいた場合は、依頼書に複写作成する「振込金受取書兼手数料受取書」等の

交付によりインボイスの発行とさせていただきます。（当行所定外の依頼書にかかる

領収書については、別途インボイス要件を付記のうえ交付致します） 

※ 前記（1）（2）ともに 2023年 9月 25日（月）より取扱を開始します。 

※ 前記（2）について、2023年 9月 25日以降、当行所定の振込依頼書の書式を変更致

しますので、お手元に現行の依頼書をお持ちのお客さまは、2023年 9月 25日以降は

窓口にて新しい依頼書をご利用いただきますようお願い致します。 

  

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/regno-search/detail?selRegNo=9130001000028


3. 預金口座から自動振替にて各種手数料をお支払いいただく場合の取扱について 

 各種契約等にもとづき、預金口座からの自動振替の方法により、各種手数料をお支払いい

ただいている場合は、インボイス要件を記載した「各種手数料にかかるインボイスのお知ら

せ」を作成のうえ、交付させていただきます。 

 なお、口座振替の方法でお支払いいただいている手数料のうち、一部については前記のお

知らせに記載されないものがございますので、対象のお客さまにはインボイス要件を充足し

た別の書面を交付する等の対応をさせていただきます。 

＜各種手数料にかかるインボイスのお知らせについて＞ 

書面の内容 毎月 1日から月末日までの 1か月間における手数料の引落結果を集計・一

覧化し、月次単位で発行 

※同一のお客さまが複数の口座から手数料をお支払いいただいている場合は、引

落口座ごとに発行致します。 

発行対象 法人・個人事業主（※）のお客さま 

※口座開設時等において、個人事業主である旨をお申出いただいている方 

発行予定日 手数料引落月の翌月上旬 

交付方法 京銀電子交付サービスのご契約があるお客さまは電子交付 

その他のお客さまはお届出住所への郵送 

ただし、対象期間内に手数料の引落が発生しなかった場合、作成・交付は

致しませんのでご了承ください。 

 

4. ＡＴＭおよび円貨両替機での各種取引について 

 ＡＴＭおよび円貨両替機における各種取引で発生する手数料は、インボイスの交付義務が

免除される「3 万円未満の自動販売機や自動サービス機による取引」に該当するため、取引

時にＡＴＭおよび円貨両替機より出力するご利用明細については、インボイス制度に対応す

る書式へ変更致しませんので、ご了承願います。 

 

5. ＥＢ（エレクトロニック・バンキング）サービスについて 

 ＥＢサービスのご利用にかかる各種手数料につきましては、前記 3.に記載の「各種手数料

にかかるインボイスのお知らせ」にインボイス要件が記載されます。現在、交付しておりま

す「ＥＢサービスご利用料金お支払いのお知らせ」、「資金移動（振込／振替）サービスご通

知」等は、引き続き現行の書式を変更せず、交付させていただきます。 

 

6. 当行に対するインボイスの提出について 

インボイス制度開始以降におきまして、当行がお客さまから商品を購入またはサービスの

提供を受け、当行が消費税を含む代金（対価）をお支払いする場合、お客さまが適格請求書

発行事業者の登録を受けているときは、当行に対してインボイスの提出をお願い致します。 

 

 

以 上 

その他、インボイス制度に関する取扱方法等についてご不明な点等がございましたら、 

お取引店の窓口までお問い合わせください。 


